
（別紙）認証プログラムの目的と概要

本プログラムは「共同利用型オフィス等で備えたいセキュリティ対策について（第2版）2021年3月」（以下、認証
基準）を指針とした、共同利用型コワーキングスペース、レンタルオフィス、シェアオフィス等（以下、共同利用型
オフィス等）の情報セキュリティへの適合性を検査し、検査結果を認証するものである。

「共同利用型オフィス等で備えたいセキュリティ対策について（第2版）」2021年3月
一般社団法人日本テレワーク協会 / 一般社団法人セキュアIoTプラットフォーム協議会共著
総務省令和３年度予算「情報通信利用促進支援事業費補助金（地域サテライトオフィス整備推進事業）」における提案事業のセキュリティ要件となっている。

セキュリティ課題と対策

1 管理体制（セキュリティポリシー・トレーニング等）

2 入退室管理・利用者情報

3 ネットワーク機器（無線LANアクセスポイント、ルーター等）

4 ネットワーク接続機器（複合機・防犯カメラ等）

5 レンタルPC

6 物理設備（ロッカー等）

基本対策／応用対策
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認証プログラムの運営体制

共同利用型オフィス等事業者

認証機関

申請

本プログラムは、共同利用型オフィス等事業者の運営する施設が認証基準に適合しているか検査する「指定検査
事業者」と、検査結果報告を認証する「認証機関」により構成、運用される。
検査事業者の指定は規定に基づき認証機関が実施するが、検査結果報告書に記載された評価の審査・判定は、各
指定検査機関がその責任において実施する。認証機関はこの審査・判定に何ら関与しない※。

一般社団法人セキュア IoT プラットフォーム協議会

認証マークの付与

指定検査事業者

検査結果報告書

経済産業省「情報セキュリティサービス審査
登録制度」に基づく登録事業者等の指定要件
を備えた者

指定

検査実施

検査結果報告書の認証

検査事業者の指定検査事業者
認証結果
公開※非開示希望を除く

※認証機関は検査事業者が審査・判定した認証基準への適合
性について、再確認・検証等は実施しない。
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認証プログラムの提供物

認証証書

共同利用型オフィス等セキュリティ認証
Security certification for shared offices

【認証範囲】
サイバーナントカ株式会社
ミラクルカフェオフィス

上記運営事業者が「共同利用型オフィス等で備えたいセキュリティ対策
について」要求事項に適合していることを証する

登録番号 TS210001

初回認証日 2021年4月1日

認証書有効期間 2021年4月1日～2022年3月31日

Safety level High security

認証証書（日本語・英語各1通）

項目 単位

登録基準 1事業者1施設（拠点・店舗別）

認定有効期間 初回認証日より1年間

発行物

認証証書：日本語・英語各1通

認証シール：1枚

検査結果報告書：日本語1通（PDFファイル）

検査結果報告書（日本語PDFファイル1通）

認証機関は検査対象の事業者施設が認証基準に適合する場合、そのレベルに応じた認証マークのシール、認
証証書を発行する※。

認証シール（1枚） 3

※提供物については変更の場合があります。


